
障害者雇用納付金制度の障害者雇用における効果について

１ 障害者雇用納付金制度発足以来の企業における実雇用率の推移をみると、大企

業（３００人以上規模）の実雇用率は一貫して改善傾向にある一方、中小企業（２９９

人以下規模）の実雇用率は、ここ十数年、低下傾向にある。このため、現在、大企

業の障害者雇用の水準は、制度発足当時と逆転し、中小企業より高くなっている。

（別紙１参照）

２ また、２７８～３３３人規模（法定雇用障害者数５人）の企業について、２７８～３００

人規模と３０１～３３３人規模に区分した上で、障害者の雇用状況を比較すると、両

者の企業規模に大きな違いがない中、０人雇用の企業割合や実雇用率、法定雇

用率達成企業割合をみると、２７８～３００人規模の企業より、３０１～３３３人規模の

企業の障害者雇用の水準が高い状況が明確である。（別紙２参照）

３ さらに、障害者雇用に関する考え方についても、３０１人以上規模の企業において

は、「法定雇用率以上を目指す、ないし維持する」あるいは「法定雇用率を目指す、

ないし維持する」とする企業が約８～９割であるのに対し、３００人以下規模の企業

においては、このような企業は約４割に止まり、「特に目標は決めていない」とする企

業が約４割、「障害者は雇用しない」とする企業が１割以上となっている。（別紙３参

照）

４ このような障害者雇用の状況や障害者雇用に関する考え方における、企業規模

３００人を境とした違いにかんがみると、特に大企業においては、ＣＳＲ（企業の社会

的責任）の観点からの取組や特例子会社制度の活用等により、障害者雇用の状況

が改善されてきた面があるとしても、障害者雇用納付金制度による経済的負担の調

整が実施されてきたことが、大企業における障害者雇用の取組や理解の促進につ

いて、相当程度の効果を上げてきたと考えられる。

資料７ 



（別紙１）

雇用義務制度創設時からの企業規模別実雇用率の推移 

 

（各年６月１日現在） 

 

制度創設時 

（昭和 52 年）
 

現在 

（平成 18 年）
増減値 

１,０００人以上 ０.８０％ １.６９％ ０.８９％

５００～９９９人 １.０４％ １.５３％ ０.４９％

３００～４９９人 １.２１％ １.４８％ ０.２７％

１００～２９９人 １.４８％ １.２７％ △０.２１％

～９９人※ １.７１％ １.４６％ △０.２５％

全  体 １.０９％ １.５２％ ０.４３％

※ ９９人以下規模企業については、納付金制度創設時は法定雇用率が１.

５％のため、６７人以上規模が対象、現在は法定雇用率が１.８％のため、

５６人以上規模が対象である。 



（参考） 

 
各年６月１日現在 

（％） 
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※ ～９９人規模企業については、 
 ・ 昭和５２年～昭和６２年は、６７人以上規模企業が対象 
 ・ 昭和６３年～平成１０年は、６３人以上規模企業が対象 
・ 平成１１年～は、５６人以上規模企業が対象となっている。 



（別紙２）

常用雇用労働者数２７８～３３３人規模企業の障害者雇用状況 

 

（１）常用雇用労働者数２７８～３３３人規模企業の障害者雇用状況 

未達成企業数 
 企業総数 実雇用率 

達成企業

割合 
達成企業数

 うち０人雇用

２７８～３００人 1,415 社 1.28％ 35.1％
496 社 

(35.1％) 

919 社 

(64.9％) 

197 社

(13.9％)

３０１～３３３人 1,364 社 1.44％ 40.0％
545 社 

(40.0％) 

819 社 

(60.0％) 

114 社

(8.4％)

当該規模全体 2,779 社 1.36％ 37.5％
1,041 社 

(37.5％) 

1,738 社 

(62.5％) 

311 社

(11.2％)

※ 企業数は、平成１８年度「障害者雇用状況報告」による。 

カッコ内の数値は各企業規模の企業総数を１００％とした場合の割合を示す。 

 

（２）法定雇用障害者数別にみた雇用障害者数の状況 
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 ※ 企業数は、平成１８年度「障害者雇用状況報告」による。 

  常用労働者数欄の○数字については、当該企業規模における法定雇用障害者数を示す。

  （ただし、集計の簡素化のため除外率については勘案していない。） 

  棒グラフ内の数字は雇用障害者数を示し、水色に着色した部分は法定雇用障害者数に 

対して半数以上の障害者を雇用している企業割合を示す。 

 

 

 

 



　企業規模別にみた障害者雇用に関する考え方
（「障害者雇用に係る需給の結合を促進するための方策に関する研究」中間報告書（独立行政法人　高齢・障害者雇用支援機構）より）

＊調査対象企業数：４，９１６社、回収企業数：８１８社

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

５５人以下

５６人～３００人

３０１人～９９９人

１０００人以上

法定雇用率以上をめざす、ないし維持する。

法定雇用率をめざす、ないし維持する。

全国平均の実雇用率をめざす、ないし維持する。

業界平均をめざす、ないし維持する。

特に目標は決めていない。

障害者は雇用しない。

その他
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